
議案第７号 

   大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部 

   改正について 

 大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のように定めるものとする。 

  平成２７年３月４日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、常勤の特別職の職員の給与に関して給料月額を改正する

ことに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 



   大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部 

   を改正する条例 

 大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３６年大口

村条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「１００分の１４０」を「１００分の１４７．５」に、「１００

分の１７０」を「１００分の１６２．５」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

職名 給料月額 

町長 ８８５，０００円 

副町長 ７０８，０００円 

教育長 ６６３，０００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （旧大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

２ 大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例（平成２６年大口町条例第２７号）附則第３項の規定によりなおその効力

を有するものとされる旧大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例（昭和３６年大口村条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「月額６７万５，０００円」を「月額６６万３，０００円」に

改める。 
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大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （期末手当）  （期末手当） 

第４条 略 第４条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては１００分の１４

７．５、１２月に支給する場合においては１

００分の１６２．５を乗じて得た額に、基準

日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては１００分の１４

０、１２月に支給する場合においては１００

分の１７０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略  (1)～(4) 略 

３ 略 ３ 略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

職名 給料月額 

町長 ８８５，０００円

副町長 ７０８，０００円

教育長 ６６３，０００円

職名 給料月額 

町長 ９００，０００円

副町長 ７１６，０００円

教育長 ６７５，０００円

旧大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （給与）  （給与） 

第２条 教育長の給料は、月額６６万３，００

０円とする。 

第２条 教育長の給料は、月額６７万５，００

０円とする。 

２・３ 略 ２・３ 略 
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